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〇第５章 循環器病対策 

第５章 循環器病対策   

 

１ 基本的な方向 

『循環器病の発症と死亡を減らし、全ての県民が健やかで質の高い生活ができる社会の実現』 

 

脳卒中、心臓病その他の循環器病（☞１）（以下「循環器病」という。）は、県民の死亡・介護

の主要な原因となっています。令和４年「人口動態統計」によると、心疾患は県民の死亡原因の第

２位、脳血管疾患は第４位であり、両者を合わせると悪性新生物（がん）より多く、死亡原因の第

１位となっています。（図１参照） 

さらに、令和４年「国民生活基礎調査」によると、国民の介護が必要となった主な原因に占める

割合は、脳血管疾患が 16.1％、心疾患が 5.1％であり、両者を合わせると認知症（16.6％）を超

え、最多（21.2％）となります。（図２参照） 

また、令和２年度版「国民医療費の概況」によると、傷病分類別医科診療医療費 30 兆 7,813 億

円のうち、循環器系の疾患が占める割合は、６兆 21 億円と最多（19.5％）です。（図３参照） 

循環器病は、県民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患であるとともに、社会全体に大きな影

響を与える疾患です。高齢化の進展に伴い、今後さらに循環器病の増加が見込まれており、超高齢

化社会を迎える本県にとって重要な課題となっています。 

「循環器病の予防や正しい知識の普及啓発」、「保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制

の充実」、「循環器病の研究推進」の３つの取組みにより、『循環器病の発症と死亡を減らし、全

ての県民が健やかで質の高い生活ができる社会の実現』を目指します。  

本章の分野別施策の構成は次のとおりです。 

（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発（第３章参照） 

① 栄養・食生活 

② 身体活動・運動 

③ 休養・睡眠・こころの健康  

④ 飲酒         

⑤ 喫煙   

⑥ 歯・口腔の健康 

⑦ こどもの健康 

⑧ 女性の健康 

⑨ 高齢者の健康 

⑩ 自然に健康になれる環境づくり 

⑪ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

☞１ 循環器病 

循環器病には、虚血性脳卒中（脳梗塞）、出血性脳卒中（脳内出血、くも膜下出血など）、一過性脳虚血

発作、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞など）、心不全、不整脈、弁膜症（大動脈弁狭窄症、僧帽弁逆流症

など）、大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤など）、末梢血管疾患、肺血栓塞栓症、肺高血圧症、心筋症、

先天性心・脳血管疾患、遺伝性疾患等、多くの疾患が含まれます。 
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（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

① 循環器病を予防する健診の普及等 

② 救急搬送体制の整備  

③ 循環器病に係る医療提供体制の整備 

④ 患者等への支援と情報提供 

（３）循環器病の研究推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪性新生物

23.3%

心疾患

15.5%

老衰

14.5%

脳血管疾患

8.2%

肺炎4.5%

誤嚥性肺炎2.9%

アルツハイマー病
2.8%

不慮の事故2.7%

血管性等の認知症
2.2%

腎不全2.2%

その他

21.2%

図１ 県民の死亡原因

循環器病

23.7％

（出典：令和4年人口動態統計）

（単位：％）

疾病 総　数 要支援者 要介護者
総数 100.0 100.0 100.0 
　認知症 16.6 3.8 23.6 
　脳血管疾患（脳卒中） 16.1 11.2 19.0 
　骨折・転倒 13.9 16.1 13.0 
　高齢による衰弱 13.2 17.4 10.9 
　関節疾患 10.2 19.3 5.4 
　心疾患（心臓病） 5.1 6 .3 4 .5 
　パーキンソン病 3.5 2.4 4.3 
　糖尿病 2.9 2.6 2.8 
　悪性新生物（がん） 2.7 2.1 3.1 
　脊髄損傷 2.2 2.6 2.1 
　呼吸器疾患 2.0 2.4 1.7 
　視覚・聴覚障害 1.1 1.2 0.9 
　その他 7.1 8.5 6.5 
　わからない 1.3 1.1 1.3 
　不詳 2.1 2.9 0.9 
注：１）「総数」には、要介護度不詳を含む。

　　２）「現在の要介護度」とは、2022（令和４）年６月の要介護度をいう。

令和４年度

（出典：令和４年国民生活基礎調査）

表２　国民の現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

脳血管疾患

16.1％

心疾患

5.1％

認知症
16.6%

骨折・転倒： 13.9%
高齢によ

る衰弱
13.2%

関節疾患
10.2%

その他：
24.9%

図２ 国民の介護が必要となった主な原因

循環器病

21.2％

（出典：令和４年国民生活基礎調査）

循環器系の疾患の医療費の内訳

循環器系の疾患 6兆円21億円

高血圧性疾患 1兆6919億円

心疾患（高血圧性のものを除く） 2兆  420億円

脳血管疾患 1兆8098億円

その他 4584億円

（出典：令和２年度国民医療費の概況）

疾患 医療費

※傷病分類はICD-10　2013版に準拠した分類による。

循環器系の疾患

19.5％

新生物

14.4％

循環器系の疾患

19.5％

新生物, 
15.2%

筋骨格系及び結

合組織の疾患, 
8.1%

損傷、中毒及びその他

の外因の影響, 7.9%

腎尿路生殖器

系の疾患, 7.4%

その他, 
41.9%

図３ 国民の医科診療医療費の構成割合

（出典：令和２年度国民医療費の概況）
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２ 実践指針 

 

 

 

 

 

 

３ 目標 

 

 

 

 

 

＜循環器病による死亡者の減少＞ 

評 価 指 標 策定時 
目標値 

（R11） 

① 脳血管疾患による年齢調整死亡

率（人口 10 万対） 
男性 

43.8 

（平成 27 年） 
減少 

女性 
27.4 

（平成 27 年） 
減少 

② 虚血性心疾患による年齢調整死

亡率（人口 10 万対） 
男性 

34.5 

（平成 27 年） 
減少 

女性 
11.1 

（平成 27 年） 
減少 

            （出典：人口動態統計） 

・ ①、②の目標値は、健康日本２１（第２次）に同じ。 

 

＜循環器病の予防＞  

評 価 指 標 策定時 
目標値 

（R11） 

① 平成 20 年度と比べたメタボリックシン

ドロームの該当者及び予備群の減少率 

18.9％の減少 

（令和３年） 
25％以上の減少 

② 特定健診の受診率 

 

66.3％ 

（令和３年） 
70％ 

③ 特定保健指導の終了率 

 

29.8％ 

（令和３年） 
45％ 

出典：①厚生労働省調べ（レセプト情報・特定健康診査等データベースをもとに分析） 

②③厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ」 

・厚生労働省が定める目安（減少率25％以上）を踏まえ、平成20年度と比べた令和11年度時点でのメタボ

リックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率を25％以上とすることを目指すこととする。 

・目標値は、第４期医療費適正化計画に同じ 

◆ 循環器病による死亡者の減少 

◆ 循環器病の予防（発症予防・重症化予防） 

◆ 循環器病患者が質の高い生活を送ることができる社会の構築 

「日々の生活習慣を改善しましょう」 

「毎年健康診断を受診し、異常があれば放置せず医師に相談しましょう」 

「かかりつけ医を持ち、循環器病と基礎疾患を適切に管理しましょう」 

「循環器病の前兆や症状、発症時の対処法等に関する知識を身に付けましょう」 

Ｒ２数値は 

Ｒ５.12 月公表 
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図４ 脳血管疾患の死亡率（粗死亡率・年齢調整死亡率）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：人口動態統計） 

   ・「粗死亡率」人口 10 万人当たりの死亡者数 

・「年齢調整死亡率」高齢化の影響を調整して計算した人口 10 万人当たりの死亡者数   

 

図５ 虚血性心疾患の死亡率（粗死亡率・年齢調整死亡率）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虚血性心疾患（山形県） 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

粗死亡率 男性 87.4 79.9 87.4  

女性 63.7 72.6 60.7  

年齢調整 

死亡率 

男性 43.5 33.1 34.5  

女性 16.6 15.4 11.1  

（出典：人口動態統計） 

・「粗死亡率」人口 10 万人当たりの死亡者数 

・「年齢調整死亡率」高齢化の影響を調整して計算した人口 10 万人当たりの死亡者数  

脳血管疾患（山形県） 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

粗死亡率 
男性 149.2 142.4 145.7 131.7  

女性 167.4 165.8 154.8 163.8  

年齢調整 

死亡率 

男性 83.1 66.5 55.8 43.8  

女性 52.7 39.7 31.7 27.4  

0

50

100

150

200

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人口10万対）

女性

男性

男性

女性

粗死亡率

年齢調整

死亡率

0

25

50

75

100

平成17年 平成22年 平成27年

（人口10万対）

男性

女性

粗死亡率

男性

女性

年齢調整

死亡率

R2 数値は 

R5.12 月 

公表予定 

R2 数値は 

R5.12 月 

公表予定 
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表２ 特定健診の受診率の推移 

  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

山形県 50.2% 52.3% 53.6% 54.8% 57.7% 60.0% 61.2% 62.7% 63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 

全国 42.6% 44.0% 45.6% 47.1% 48.6% 50.1% 51.4% 52.9% 54.4% 55.3% 53.1% 56.2% 

（出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」） 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 特定保健指導の終了率の推移 

  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

山形県 17.0% 19.8% 22.4% 23.3% 24.9% 22.6% 24.8% 26.0% 28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 

全国 13.3% 15.3% 16.8% 18.0% 17.8% 17.5% 18.8% 19.5% 23.3% 23.2% 23.0% 24.7% 

（出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」） 

 

27.8%

26.6%
26.1% 25.7%

25.0% 24.9% 25.1% 25.3%
26.0% 26.4%

26.8% 26.9%
27.8% 27.5%

24%

26%

28%

30%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

図６ メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合の推移

合計

50.2% 52.3% 53.6% 54.8% 57.7% 60.0% 61.2% 62.7% 63.9% 65.2% 64.4% 66.3%

42.6% 44.0% 45.6% 47.1% 48.6% 50.1% 51.4% 52.9% 54.4% 55.3% 53.1% 56.2%
30%

80%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

図７ 特定健診の受診率の推移

山形県 全国

17.0% 19.8% 22.4% 23.3% 24.9% 22.6% 24.8% 26.0% 28.9% 29.2% 28.9% 29.8%

13.3% 15.3% 16.8% 18.0% 17.8% 17.5% 18.8% 19.5% 23.3% 23.2% 23.0% 24.7%
5%

55%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

図８ 特定保健指導の終了率の推移

山形県 全国

メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合の推移

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

該当者 14.7% 14.4% 14.4% 14.0% 13.9% 13.7% 14.1% 14.4% 15.0% 15.5% 15.8% 16.0% 16.8% 16.7%

予備群 13.0% 12.3% 11.7% 11.7% 11.2% 11.2% 11.0% 10.9% 11.0% 10.9% 10.9% 10.9% 11.0% 10.8%

合計 27.8% 26.6% 26.1% 25.7% 25.0% 24.9% 25.1% 25.3% 26.0% 26.4% 26.8% 26.9% 27.8% 27.5%

（出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」）
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４ 分野別施策 

（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫煙等の生活習慣や肥満等の健康状態に端を

発して発症します。時間の経過とともに、生活習慣病の予備群から、循環器病をはじめとする生

活習慣病の発症、重症化・合併症の発症、そして生活機能の低下・要介護状態へと症状が進行し

ますが、患者自身が気付かないうちに病気が悪化することも多くみられます。 

ただし、いずれの段階においても生活習慣の改善や適切な治療によって進行を抑えられる可能

性があります。 

県民が適切に循環器病の予防・重症化予防や疾患リスクの管理を行うことができるようになる

ためには、循環器病に関する正しい知識の普及啓発が必要です。 

また、循環器病は、急激に病態が変化する場合があるものの、適切な治療により予後を改善で

きる可能性があるため、発症後早急に適切な治療を開始する必要があります。そのためには、患

者やその家族等が、循環器病の発症を認識し、できるだけ早く救急要請等を行うとともに、速や

かに適切な治療を提供する医療機関を受診することが重要です。 

県民に対し、循環器病の前兆及び症状、発症時の対処法並びに早期受診の重要性に関する知識

の啓発を行うことが大切です。 

 

《現状と課題》 

〇 循環器病の予防は、基本的には危険因子の管理であり、危険因子は、高血圧、脂質異常、糖尿

病、喫煙等とされています。これらの危険因子を管理するためには、栄養・食生活や運動などの

生活習慣の改善が最も重要です。 

〇 本県の特定健診受診者の有所見率をみると、ＢＭＩや血圧、HbA1c、空腹時血糖の項目におい

て、男女ともに全国平均に比べ高い状況にあります。生活習慣病の発症予防に向けて、適切な食

生活の実践や運動習慣の定着など生活習慣の改善を行っていく必要があります。 

〇 特に、血圧（収縮期血圧）及び HbA1c の有所見率は男女ともに割合が高い状況にあり、血圧

（収縮期血圧）は男女とも年々増加傾向、HbA1c は男性が年々増加傾向となっています。 
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表４ 令和２年度 特定健診受診者の有所見率 

  

BMI 
収縮期

血圧 

拡張期

血圧 
HbA1c 

空腹時

血糖 

中性 

脂肪 
HDL LDL 

25 

以上 

130mmHg 

以上 

85mmHg 

以上 

5.6％ 

以上 

100mg/dl 

以上 

150mg/dl 

以上 

40mg/dl 

未満 

160mg/dl 

以上 

男 
山形県 37.4% 47.3% 36.7% 53.8% 47.7% 29.5% 6.5% 12.3% 

全 国 37.1% 41.8% 31.2% 48.2% 42.1% 28.1% 6.8% 13.8% 

女 
山形県 25.3% 38.2% 20.4% 53.5% 29.5% 11.5% 1.1% 12.3% 

全 国 21.8% 32.4% 16.5% 46.1% 23.3% 11.8% 1.0% 13.9% 

（出典：厚生労働省「ＮＤＢデータ」） 

 

図９ 特定健診における血圧有所見率の割合（収縮期血圧 130 ㎜ Hg 以上）【グラフ追加】                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （出典：厚生労働省「ＮＤＢデータ」） 

 

図 10 特定健診における血糖値有所見率の割合（HbA1c5.6％以上）【グラフ追加】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （出典：厚生労働省「ＮＤＢデータ」） 

 

47.4% 47.1%

51.7%

46.8%

52.9% 50.1%

56.2%

49.1%

53.8%

48.2%

53.5%

46.1%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

山形県（男） 全国（男） 山形県（女） 全国（女）

有所見率（HbA1c5.6％以上）割合の推移

Ｈ２６ Ｈ２９ Ｒ２

42.8%

39.1%

31.5% 30.8%

44.3%

39.3%

32.2% 30.1%

47.3%
41.8%

38.2%
32.4%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

山形県（男） 全国（男） 山形県（女） 全国（女）

有所見率（収縮期血圧130㎜Hg以上）割合の推移

Ｈ２６ Ｈ２９ Ｒ２
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〇 要治療者は、重症化予防のため、適切な治療を提供する医療機関を速やかに受診することが重

要であり、本県の高血圧性疾患患者及び脂質異常症患者の年齢調整外来受療率は、全国平均より

高い状況にあります。 

〇 糖尿病患者の年齢調整外来受療率は、これまで全国平均より低い状況でしたが、令和２年には

全国平均より高くなっています。治療が長期に及ぶことから、治療を中断する人も見受けられま

すが、適切な治療開始と継続が重要です。なお、糖尿病性腎症による新規透析導入患者数は、横

ばいで推移しています。 

 

図 11 年齢調整外来受療率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：患者調査（医療計画作成支援データブック）） 

 

 

表５ 糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の推移 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 

山形県 120 人 117 人 136 人 140 人 132 人 114 人 125 人 

全国 16,072 人 16,103 人 16,492 人 16,122 人 16,019 人 15,690 人 15,271 人 

（出典：日本透析医学会 我が国の慢性透析医療の現況） 
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〇 生活習慣と関りが深い循環器病の発症や重症化を予防するためには、まずは、県民一人ひとり

が健康への意識を高め、生活習慣を見直して行動変容を起こす必要があります。また、主体的な

取組みを県民に促し継続させるためには、社会全体で支援する環境を整えていくことが重要で

す。 

〇 県民の主体的な取組みとして、学校における食育の推進等により、家庭、地域との連携を図り

ながら、子どもの頃から日常生活において健康的な生活習慣の基礎が培われるように配慮するこ

とが重要です。 

〇 職域等における健康意識の向上を図るため、市町村や医療保険者等の連携により、事業者等に

対し、健康経営の重要性を啓発し、健康を意識した生活や健診を受診しやすい環境づくりを進め

ることが肝要です。 

〇 従業員の健康の保持増進により企業の活性化を目指す「健康経営」については、全国健康保険

協会山形支部（協会けんぽ）の働きかけにより、令和５年８月時点で県内 1,554 事業所が「やま

がた健康企業宣言」を行うなど、取組みが拡大しています。 

〇 また、脳血管疾患や虚血性心疾患、慢性心不全などあらゆる循環器病の危険因子である高血圧

の予防については、米沢栄養大学や県栄養士会、やまがた健康づくり応援企業※が中心となり、

減塩食品や野菜を多く使った食品を普及する活動が進められています。県民の食塩摂取量を抑え

ることができる効果的な手法について、引き続き検討を進めていく必要があります。 

 ※ やまがた健康づくり応援企業…企業の主体的な活動を通して、減塩や野菜摂取を呼びかけ、減塩商品

や野菜を多く摂取できる商品（ベジアップ商品）が気軽に購入できる社会環境づくりに取り組む企業

として県が認定。（第３章健康増進Ｐ●参照） 

〇 循環器病の早期発見・早期受診（救急要請）につなげるため、循環器病の前兆や初期症状及び

周囲の者によるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用を含む救護措置の重要性に関する知識の啓

発が重要です。 
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《個別目標》  

◇ 循環器病の予防 

 評 価 指 標 策定時 
目標値 

（R11） 

特定健診における血圧有所見率

（収縮期血圧 130 ㎜ Hg 以上） 

男性 
47.3％ 

（令和２年） 
減少 

女性 
38.2％ 

（令和２年） 
減少 

特定健診における血糖値有所見率

（HbA1c5.6％以上） 

男性 
53.8% 

（令和２年） 
減少 

女性 
53.5％ 

（令和２年） 
減少 

（出典：厚生労働省ＮＤＢデータ「特定健診受診者の有所見率」） 

 

◇ 生活習慣の改善 「第３章 健康増進」より再掲 

評 価 指 標 策定時 目標値 

① 20～50 歳代男性の肥満者の割合 

（肥満者：ＢＭＩ25 以上） 

35.4％ 

（令和４年） 

28％ 

（令和 14 年） 

② 食塩摂取量の平均値（20 歳以上） 10.5ｇ 

（令和４年） 

８ｇ※ 

（令和 10 年） 

③ 運動習慣者の割合（20 歳以上） 
男性 

45.6％ 

（令和４年） 

50％ 

（令和 14 年） 

女性 
36.1％ 

（令和４年） 

40％ 

（令和 14 年） 

④ 睡眠による休養を十分とれている者の割

合（20 歳以上） 

78.2％ 

（令和４年） 

80％ 

（令和 14 年度） 

⑤ 生活習慣病のリスクを高める量

を飲酒している者の割合（20 歳以

上） 

男性 
17.7％ 

（令和４年） 

13％ 

（令和 14 年） 

女性 
10.8％ 

（令和４年） 

6.4％ 

（令和 14 年） 

⑥ 喫煙率（20 歳以上） 17.2％ 

（令和４年） 

12％ 

（令和 14 年） 

（出典：県民健康・栄養調査） 

 ※ 「食塩摂取量」の目標値について、最終目標としては７ｇ（令和14年）とする。一方、前期計

画の目標である８ｇを達成できなかった状況を踏まえ、当面の目標として４年後の令和10年までに

８ｇの達成を目指す。 
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《施策の方向と推進主体》 

施策の方向 推進主体 

生活習慣や社会環境の改善による生活習慣病の予防推進（第３章参照） 

○ 生活習慣や社会環境の改善を通じて生活習慣病の予防を推進 

・県民の健康意識を高め、県民が自ら主体的に取り組む健康づくりを推  

 進 

・健康づくりの関係者が連携し、減塩食品を普及させる取組みや受動喫

煙防止対策の推進など、県民の健康を支える社会環境の整備を推進 

① 栄養・食生活      

② 身体活動・運動    

③ 休養・睡眠・こころの健康  

④ 飲酒         

⑤ 喫煙   

⑥ 歯・口腔の健康 

⑦ こどもの健康 

⑧ 女性の健康 

⑨ 高齢者の健康 

⑩ 自然に健康になれる環境づくり 

⑪ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

県、市町村、

学校、医師

会、歯科医師

会、医療保険

者、健診機

関、保健医療

関係団体、産

業界、大学等 

循環器病に関する正しい知識の普及啓発 

○ 県民に対する循環器病予防のための知識の啓発 

・県民に対し、望ましい生活習慣の確立、基礎疾患の管理の重要性等に

ついて、マスメディアやＳＮＳ、ＩＣＴの活用等、多様な媒体や新た

な手法を取り入れた効果的な啓発 

・「山形県循環器病対策普及啓発資材（動画・漫画）」（令和４年度作

成）を活用し、多様な機会を捉えて、循環器病の予防や発症時の症状

と適切な対応について啓発 

・子どもの頃から適切な生活習慣や循環器病に関する正しい知識を身に

つけられるよう学校等と連携した啓発を行う 

・生活習慣に課題が多いとされる働き盛り世代に対し、職域保健や健康

経営による効果的な啓発を行う 

・再発・重症化予防のため、危険因子や基礎疾患管理の重要性を啓発 

・喫煙や過度な飲酒が身体に及ぼす影響について普及啓発 

○ 循環器病の前兆や症状、発症時の対処法等の啓発 

・脳卒中について、山形県対脳卒中治療研究会と連携し、前兆や初期症

状の早期発見、医療機関の早期受診の重要性を啓発 

・心血管疾患について、発症後速やかな救急要請や周囲の者によるＡＥ

Ｄ（自動体外式除細動器）の使用を含めた救急蘇生等適切な処置の重

要性を啓発 

県、市町村、

消防機関、学

校、医師会、

歯科医師会、

医療保険者、

健診機関、保

健医療関係団

体、産業界、

大学等 
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（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

循環器病の主要な危険因子である生活習慣病の予防及び早期発見のため、健診の受診や行動変

容をもたらす保健指導が重要です。 

循環器病の急性期には、発症後早急に適切な治療を開始する必要があることから、救急現場か

ら医療機関に、より迅速かつ適切に搬送可能な救急搬送体制の整備を進める必要があります。 

また、高度急性期、急性期から回復期及び慢性期までの病床の機能分化、連携等に取り組み、

地域の実情に応じた医療提供体制の構築を進めることが重要です。 

回復期及び慢性期には、急性期に生じた障がいが後遺症として残る可能性があり、症状の悪化

や再発を繰り返す特徴もあることから、循環器病の患者については、それぞれの関係機関が相互

に連携しながら、継続して必要な保健、医療及び福祉に係るサービスを提供することが重要で

す。 

新型コロナウイルス感染症における医療提供体制を踏まえ、本県の必要な医療提供体制の確保

を基本とし、重症者用病床の確保を行うとともに、各地域の実情に応じて、特に配慮が必要な患

者（透析患者等）をはじめ感染症以外の患者への対応も含め、切れ目のない医療提供体制を構築

していくことが重要です。 

 

① 循環器病を予防する健診の普及等 

《現状と課題》 

〇 生活習慣病の予防及び早期発見を目的として、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年

法律第 80 号）に基づき特定健診及び特定保健指導が行われています。40 歳以上 75 歳未満の者

が対象となり、各医療保険者（国民健康保険・被用者保険）が実施しています。 

〇 特定保健指導は、特定健診の結果、内臓脂肪蓄積の基準として腹囲やＢＭＩが一定値以上で、

加えて血糖、脂質、血圧の追加リスクや喫煙歴が該当する者に対して各医療保険者が実施してい

ます。 

〇 特定健診の受診率及び特定保健指導の終了率は、ともに増加傾向にありますが、特定保健指導

の終了率は３割未満であり、依然として低い状況です。引き続き、先進・優良事例の横展開等に

より、受診率及び終了率の向上につながる効果的な取組みを推進する必要があります。 

 

表２ 特定健診の受診率の推移【再掲】 

  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

山形県 50.2% 52.3% 53.6% 54.8% 57.7% 60.0% 61.2% 62.7% 63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 

全国 42.6% 44.0% 45.6% 47.1% 48.6% 50.1% 51.4% 52.9% 54.4% 55.3% 53.1% 56.2% 

（出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」） 

 

表３ 特定保健指導の終了率の推移【再掲】 

  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

山形県 17.0% 19.8% 22.4% 23.3% 24.9% 22.6% 24.8% 26.0% 28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 

全国 13.3% 15.3% 16.8% 18.0% 17.8% 17.5% 18.8% 19.5% 23.3% 23.2% 23.0% 24.7% 

（出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」） 
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〇 平成 28 年度に「山形県糖尿病及び慢性腎臓病（CKD）重症化予防プログラム」を策定し、循環

器病の危険因子である糖尿病及び慢性腎臓病の重症化予防の取組みを推進しています。 

市町村が中心となり、未受診者や治療中断者、人工透析に移行する可能性の高い者に対し、訪

問指導等を実施しています。 

〇 循環器病の重症化予防のためには、かかりつけ医による適切な薬物療法及び関係機関と連携し

た危険因子や基礎疾患の改善指導等が大切です。 

 

 

《個別目標》 

◇ 循環器病の予防【再掲】 

評 価 指 標 策定時 目標値 

① 平成 20 年度と比べたメタボリック

シンドロームの該当者及び予備群の

減少率 

18.9％の減少 

（令和３年度） 

25％以上の減少 

（令和 11 年） 

② 特定健診の受診率 

 

66.3％ 

（令和３年度） 

70％ 

（令和 11 年度） 

③ 特定保健指導の終了率 

 

29.8％ 

（令和３年度） 

45％ 

（令和 11 年度） 

（出典：①厚生労働省調べ（レセプト情報・特定健康診査等データベースをもとに分析）、 

②③厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ」） 

・厚生労働省が定める目安（減少率 25％以上）を踏まえ、平成 20 年度と比べた令和 11 年度時点

でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率を 25％以上とすることを目指すこ

ととする。 

・目標値は、第４期医療費適正化計画に同じ 
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《施策の方向と推進主体》 

施策の方向 推進主体 

特定健診の受診率及び特定保健指導の終了率の向上 

○ 特定健診等の実施によるハイリスク者の早期発見 

・地域・職域保健連携推進協議会や保険者協議会等において、特定健診

受診率の向上につながる優良事例を共有 

〇 ハイリスク者に対する保健指導等の実施 

・医療保険者によるハイリスク者に対する効果的な保健指導を行い、危

険因子を低減させる 

〇 特定健診従事者及び特定保健指導従事者の育成 

県、市町村、

医師会、医療

保険者、健診

機関、保健医

療関係団体、

大学等 

循環器病の予防・重症化予防 

〇 未治療者や治療中断者に対する受診勧奨 

・健診結果に沿った適切な受診勧奨を行う 

・高血圧症や糖尿病、脂質異常症等の基礎疾患の重症化予防のため、未

治療者や治療中断者に対して受診勧奨を行う 

〇 かかりつけ医による患者教育等 

・患者・家族への再発予防・重症化予防教育を実施 

・かかりつけ医による適切な薬物療法、危険因子や基礎疾患の改善指導 

・循環器病の重症化予防のための歯科医科連携による口腔ケアの実施 

県、市町村、

医師会、医療

保険者、健診

機関、保健医

療関係団体、

医療機関、大

学等 
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② 救急搬送体制の整備 

《現状と課題》 

○ 脳卒中は、発症から治療開始までの時間が短いほど処置の有効性が高く、二次保健医療圏にお

ける急性期対応が必要です。 

〇 脳梗塞は、発症後 4.5 時間以内に治療を開始することが重要であり、早急な医療機関への搬送

が必要です。 

○ 急性心筋梗塞は、発症後速やかに救命処置が必要で、特に心肺停止者に対しては、現場におけ

るＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用を含む救急蘇生法等適切な救護措置が有用です。 

○ 発症から血行再建までの時間が短いほど治療効果が高いことから、早急な医療機関への搬送が

必要です。 

○ 山形県脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事業によると、心筋梗塞患者の３割以上が急性期管

理を施す病院に到着する前に死亡していると推定されていることから、早期受診の重要性を更に

啓発していく必要があります。 

○ 令和３年における搬送人員の割合について、急病のうち重症（重篤を含む）であった症例につ

いて原因別で見ると、最も多いのが脳疾患（28.9％）、次いで心疾患（20.8％）となっていま

す。 

○ 救急隊が医療機関への搬送中の段階から早期に適切な救命処置を行うことが救命率の向上につ

ながることから、病院前救護におけるメディカルコントロール体制の整備が重要となっていま

す。 

山形県救急業務高度化推進協議会（県メディカルコントロール協議会）及び各地域メディカル

コントロール協議会（村山、最上、置賜、庄内）では、救急活動プロトコル（手順書）の策定、

救急活動の事後検証及び救急救命士の再教育等により、病院前救護体制の整備を推進していま

す。 

〇 新型コロナウイルス感染症発生時に救急搬送困難事例が多発したことから、その教訓を踏まえ

た救急医療体制の確保が必要です。 
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表６ 救急搬送の状況 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

脳梗塞発症後 4.5 時間以内 

来院者数の割合 
29.3％ 32.0％ 31.7％ 25.8％ 25.9％ 28.4％ 28.5％ 

心筋梗塞患者に占める病院 

到着前死亡者の割合 
46.3％ 43.4％ 45.0％ 40.5％ 39.1％ 37.5％ 36.1％ 

（出典：山形県対脳卒中治療研究会報告、山形県脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事業報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 救急搬送の重症症例の原因別割合  

 令和３年 

脳疾患 心疾患 

急病に占める重症（重篤を含む）症例の原因別搬送人員

割合 
28.9％ 20.8％ 

（出典：県消防救急課調べ） 

 

表８ 病院前救護の状況 

  
令和３年 

山形県 全国 

一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者に対し一

般市民により除細動（AED）が実施された割合 
4.6％ 4.1％ 

            （出典：消防庁「救急・救助の現況」、県消防救急課調べ） 

46.3%

43.4%
45.0%

40.50%
39.1%

37.5%
36.1%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

図13 心筋梗塞患者に占める病院到着前死亡者の割合【グラフ追加】

29.3%

32.0% 31.7%

25.8% 25.9%

28.4% 28.5%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

図12 脳梗塞発症後4.5時間以内来院者数の割合【グラフ追加】
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《個別目標》 

◇ 救急搬送体制の整備 

評 価 指 標 策定時 
目標値 

（R11） 

① 脳梗塞発症後 4.5 時間以内来院者

数の割合 

28.5％ 

（令和３年） 
40％ 

② 心筋梗塞患者に占める病院到着前

死亡者の割合 

36.1％ 

（令和３年） 
30％ 

（出典：山形県対脳卒中治療研究会報告、山形県脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事業） 

・ ①、②の目標値は、山形県保健医療計画に同じ。 

 

 

《施策の方向と推進主体》 

施策の方向 推進主体 

より迅速かつ適切に搬送可能な救急搬送体制の整備 

〇 救急搬送体制の整備 

・「山形県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」の実施状況の調

査・検証による円滑な循環器病疑い患者の搬送・受入体制の構築 

・県メディカルコントロール協議会等の運営など、消防機関と医療機関

等との連携による病院前救護体制を一層強化 

〇 救急蘇生法等の適切な救護措置 

・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置促進、設置箇所の周知や救急蘇

生法の普及等、心筋梗塞患者の病院到着前死亡者の割合を減らす取組

を推進 

〇 救急業務の高度化に向けた救急救命士及び通信指令員の養成･再教育 

○ 新興感染症の発生・まん延時においても、必要な感染対策を講じ、

救急患者を受け入れる体制の整備 

県、市町村、

消防機関、医

療機関等 
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③ 循環器病に係る医療提供体制の整備 

《現状と課題》 

〇 脳卒中は、発症から治療開始までの時間が短いほど処置の有効性が高く、二次保健医療圏にお

ける急性期対応が必要です。（再掲） 

  脳梗塞では、発症後 4.5 時間以内の rt-PA 静注療法（☞２）が有効とされており、rt-PA の静

脈内投与による血栓溶解療法を実施可能な病院は、県内全ての二次保健医療圏にあります。 

また、rt-PA に加えて、発症後６時間以内の画像診断によって、治療可能と判定された急性期

脳梗塞患者に対して有効と示される機械的血栓回収療法（☞３）などの高度な治療技術は、三次

救急医療機関で実施しています。そのため、救急搬送から回復期まで二次保健医療圏を越えた連

携の強化が必要です。 

○ 発症から血行再建までの時間が短いほど治療効果が高いことから、早急な医療機関への搬送が

必要です。 

 急性心筋梗塞に対しては経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）（☞４）が有効とされており、経皮的

冠動脈形成術を実施することができる病院は、県内全ての二次保健医療圏にあります。 

○ 急性大動脈解離は死亡率が高く、迅速な診断と治療が重要です。 

  急性大動脈解離等の大動脈系疾患に対しては外科的治療が必要となり、主な治療（大動脈瘤切

除術及びステントグラフト内挿術などの高度な治療技術）は、三次救急医療機関で実施している

ため、救急搬送から回復期まで二次保健医療圏を越えた連携の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞２ rt-PA 静注療法 

血栓（血の塊）を強力に溶かす効果が期待できる薬を点滴によって全身に投与することで、血栓でつまっ

た血管を再開通させる治療法です。 

☞３ 機械的血栓回収療法 

 rt-PA による血栓溶解療法を行っても血栓が溶けなかった場合などに、脚の付け根や腕、手首などの血管

からカテーテルという医療用の細く柔らかいチューブを差し込んで、脳血管に詰まった血栓を除去し、血管

を拡張して脳への血流を改善させる治療法です。 

☞４ 経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ） 

脚の付け根や腕、手首などの血管からカテーテルという医療用の細く柔らかいチューブを差し込んで、冠

動脈の狭くなった部分を拡張して治療する方法です。先端にバルーン（風船）を取り付けたカテーテルでバ

ルーンを内側から膨らませて血管を押し広げ（バルーン療法）、さらにステントという金網の筒を病変部に

留置して確実な開存を得る方法（ステント療法）が基本です。 
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〇 虚血性心疾患については、総患者数の約７割が 75 歳以上の高齢者であり、今後患者数の増加

が予想されます。 

○ 今後の高齢化を見据え、患者が安心して治療やリハビリテーションを受けられるよう、発症か

ら在宅にいたるまで、地域において個々の医療機関の医療機能と役割分担に応じて継続して医療

が提供される体制が必要です。 

〇 急性期、回復期、慢性期から在宅にいたるまで、それぞれの患者の状態に応じて継続して医療

が提供されるよう、地域連携クリティカルパス（☞５）の活用等による医療機関の連携体制の構

築を進める必要があります。 

〇 脳卒中の回復期リハビリテーションでは、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリハビリテ

ーションを実施し、失語、高次脳機能障がい、嚥下障がい、歩行障がい等の機能障がいの改善を

行っています。さらに慢性期では生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを提供する

必要があります。 

 

表９ リハビリテーション専門職の従事者数 

 県内の医療機関における従事者数 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 

山形県 715 人 

（令和２年） 

581 人 

（令和２年） 

142 人 

（令和２年） 

                  （出典：厚生労働省「医療施設静態調査」） 

 

〇 循環器病の中でも、心不全は多くの心疾患に共通した終末的な病態であり、倦怠感、呼吸困難

をはじめとする苦痛症状を伴うことが多くあります。こういった身体症状はもとより、精神心理

的な苦痛、社会生活上の問題を早期に見出し、それらから少しでも解放されることが肝要です。

人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族や医療・ケアチーム等と繰り返し話し

合い、それらに対する考え方を共有し、本人の意思決定に基いた緩和ケアを提供することが重要

であり、疾患の初期段階から治療と並行して行うことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞５ 地域連携クリティカルパス 

地域で医療・介護に関わる人々がそれぞれの役割分担を行い、お互いに情報共有をすることにより、今後

の診療の目標や注意点を明確にし、患者を支えていくための仕組みです。 
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〇 急性期、回復期、慢性期から在宅にいたるまで、一連のサービスが切れ目なく提供される体制

を確保するため、限られた医療資源を効率的・効果的に活用する多職種連携が求められており、

循環器病に関わる多職種人材を育成することが重要です。 

〇 慢性期は入退院を繰り返し、ＡＤＬ（日常生活動作）を低下させ、最終的には死に至ります。

このような急性の増悪を防ぐには、日常生活の管理と適切な運動や栄養指導が必要であり、認定

看護師（☞６）や心不全療養指導士（☞７）、心臓リハビリテーション指導士（☞８）等、医師

以外に専門的知識を有する多職種人材が必要とされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞６ 認定看護師（慢性心不全看護認定看護師、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師） 

一般社団法人日本看護協会認定の資格です。特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用い

て、水準の高い看護実践により、看護ケアの広がりと質の向上を図ります。症状のモニタリング、ケア、生

活調整、症状緩和、点滴調整などを行うことができます。 

☞７ 心不全療養指導士 

一般社団法人日本循環器学会認定の資格です。心不全の発症・重症化予防のための療養指導に従事する医

療専門職に必要な基本的知識及び技能など資質の向上を図ることを目的として創設されました。受験資格

は、医師以外で、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士、公認心理師、臨床工学

技士、歯科衛生士、社会福祉士の国家資格を有することなどです。 

☞８ 心臓リハビリテーション指導士 

特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会認定の資格です。心血管疾患患者の方を対象に、運

動療法のほか、疾病管理（生活指導、栄養・食事指導、服薬指導、禁煙指導）及び職場復帰のアドバイスや

心配ごとに関するカウンセリングを行う包括的なリハビリテーションを行います。 
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〇 全国で急速に拡大する新興感染症のまん延時においては、外来受療患者数及び入院患者数の急

増が想定されることから、新型コロナウイルス感染症まん延時における対応を参考に、医療提供

体制を早急に構築できるよう平時からの準備が必要です。 

〇 各医療機関の機能や役割に応じ、県と医療機関が医療措置協定等を事前に締結しておくこと

で、当該感染症の患者に対する発熱外来、入院、自宅療養者等に対する医療提供と当該感染症以

外の通常医療の提供体制を迅速に確保できるよう、平時から準備しておくことが必要です。 

〇 地域で身近な医療機関等（かかりつけ医やかかりつけ薬局等）に相談・受診可能な体制の整備

や、地域医療連携の強化を図ることが重要です。 

 

 

《個別目標》 

◇ 脳卒中・心疾患による死亡者の減少【再掲】 

評 価 指 標 策定時 
目標値 

（R11） 

① 脳血管疾患による年齢調整

死亡率（人口 10 万対） 
男性 

43.8 

（平成 27 年） 
減少 

女性 
27.4 

（平成 27 年） 
減少 

② 虚血性心疾患による年齢調

整死亡率（人口 10 万対） 
男性 

34.5 

（平成 27 年） 
減少 

女性 
11.1 

（平成 27 年） 
減少 

（出典：人口動態統計） 

・ ①、②の目標値は、健康日本２１（第２次）に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ２数値は 

Ｒ５.12 月公表 
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《施策の方向と推進主体》 

施策の方向 推進主体 

救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築 

〇 急性期から切れ目のない連携体制を充実強化 

・急性期において、地域の限られた医療資源を有効に活用しつつ、発症

からの時間や疾病・病型に応じた適切な治療を速やかに受けられる医

療体制を整備 

・急性期から回復期、慢性期、在宅まで切れ目なく患者の状態に応じて

継続して医療が提供されるよう、医療連携体制の構築を促進 

・高度な治療技術を必要とする医療に対応するため、医療機能の分担に

よる広域連携を促進 

〇 循環器病のリハビリテーション・緩和ケア等の取組み 

・急性期から慢性期まで一貫したリハビリテーションの実施 

〇 循環器病に精通し、急性期からの緩和ケアを含む切れ目のない医療

を担う多職種人材を育成 

・循環器病に関わる薬剤師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士等を育成 

・循環器病に関わる医療従事者を育成（認定看護師、心不全療養指導

士、心臓リハビリテーション指導士等の資格取得を促進） 

〇 感染症発生・まん延時等の有事を見据えた医療提供体制の構築 

・各医療機関の機能や役割に応じ、医療措置協定等を事前に締結してお

くことで、平時から新興感染症に対応する医療提供体制並びに新興

感染症以外の通常医療の提供体制を確保 

県、市町

村、医療機

関、保健医

療団体、大

学等 
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④ 患者等への支援と情報提供 

《現状と課題》 

〇 循環器病は、発症後に急性期治療等によって救命されたとしても、後遺症が残ったり、心肺機

能や運動機能が低下したりする可能性があり、生活の質(QOL)の低下や要介護状態につながる疾

患です。（再掲） 

〇 国民生活基礎調査によれば、心疾患と脳血管疾患を合わせた循環器病は、国民の介護が必要と

なる原因の第１位であり、患者はもちろんのこと、家族など介護者の生活の質に与える影響が大

きな課題となっています。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和４年国民生活基礎調査） 

脳血管疾患

16.1％

心疾患

5.1％

認知症
16.6%

骨折・転倒： 13.9%
高齢によ

る衰弱
13.2%

関節疾患
10.2%

その他：
24.9%

図２ 国民の介護が必要となった主な原因

循環器病

21.2％

（出典：令和４年国民生活基礎調査）

 (単位：％) 2022(令和４)年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
　認知症 16.6 3.8 5.1 2.7 23.6 26.4 23.6 25.3 14.4 23.1 

　脳血管疾患（脳卒中） 16.1 11.2 10.3 12.0 19.0 14.5 17.5 19.6 28.0 26.3 
　心疾患（心臓病） 5.1 6 .3 6 .7 6 .0 4 .5 5 .9 4 .7 3 .2 4 .4 1 .5 
　骨折・転倒 13.9 16.1 12.2 19.6 13.0 13.1 11.0 12.8 18.7 11.3 
　高齢による衰弱 13.2 17.4 19.5 15.5 10.9 12.6 10.9 11.2 8.8 6.8 
　関節疾患 10.2 19.3 18.7 19.8 5.4 7.5 6.1 4.6 2.1 1.7 
　パーキンソン病 3.5 2.4 3.1 1.7 4.3 2.5 3.9 4.9 4.4 10.5 
　糖尿病 2.9 2.6 3.0 2.3 2.8 2.3 3.1 5.4 0.8 1.9 
　悪性新生物（がん） 2.7 2.1 1.9 2.3 3.1 3.0 3.2 2.4 3.3 3.9 
　脊髄損傷 2.2 2.6 2.1 2.9 2.1 1.3 3.4 1.4 2.6 1.0 
　呼吸器疾患 2.0 2.4 2.8 2.1 1.7 0.9 3.0 1.6 1.8 1.0 
　視覚・聴覚障害 1.1 1.2 2.1 0.5 0.9 1.4 1.0 0.1 0.6 0.8 
　その他 7.1 8.5 7.1 9.7 6.5 5.1 6.1 6.7 8.6 9.2 
　わからない 1.3 1.1 1.4 0.8 1.3 2.6 1.0 0.3 0.8 - 
　不詳 2.1 2.9 4.0 2.0 0.9 0.8 1.3 0.5 0.6 1.1 

注：１）「現在の要介護度」とは、2022(令和４)年６月の要介護度をいう。 出典：国民生活基礎調査
　　２）「総数」には、要介護度不詳を含む。

表10　国民の現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

総　数 要支援者 要介護者
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〇 脳卒中は、発症後に生命が助かったとしても後遺症が残ることも多く、国民生活基礎調査（令

和４年）によると要介護４または５になる原因の約３割を脳血管疾患（脳卒中）が占めているこ

とからも、在宅医療の充実や患者及び家族の生活への影響も考慮し、福祉施設等と連携した支援

が必要です。 

〇 患者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を促進しています。 

関係機関が相互に連携しながら、必要な医療、介護及び福祉に係るサービスを継続して提供し

ていくことが求められています。 

〇 在宅療養へ円滑に移行するため、二次保健医療圏ごとに介護支援専門員や医療機関を中心とし

た在宅医療・介護に係る機関の連携体制を構築し、入院初期からの多職種協働による退院前カン

ファレンスの実施や入退院支援ルールの運用を推進しています。 

〇 住み慣れた地域で訪問看護が受けられる体制整備に向けて、令和３年４月から山形県看護協会

内に設置されている「山形県訪問看護総合支援センター」を中心に、訪問看護事業所間、多職

種・多機関連携を推進しています。 

 

 ＜地域包括ケアシステムのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 自立支援型地域ケア会議（☞９）の開催数【表追加】 

 R1 R2 R3 R4 

自立支援型地域ケ

ア会議の開催回数 
363 回 284 回 327 回 337 回 

（出典：県高齢者支援課調べ） 

 

 

 

 

☞９ 自立支援型地域ケア会議 

地域包括支援センター及び市町村主体の会議であり、地域包括ケアシステムの実現のための有効

なツールです。具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援等

を行うとともに、地域づくり・政策形成等につなげるための場です。 
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〇 脳卒中の発症後には、手足の麻痺だけでなく、外見からは障がいがわかりにくい摂食嚥下障が

い、てんかん、失語症、高次脳機能障がい等の後遺症が残る場合があり、社会的理解や支援が必

要です。 

〇 医療技術や情報技術の進歩等により、循環器病患者の療養生活は多様化しており、急性期治療

や回復期リハビリテーションを経て地域での療養に移行する中で、診療及び生活における疑問

や、身体的･精神的･社会的な悩み等が生じるため、患者やその家族が必要な情報にアクセスした

り、疑問や悩み等を相談できる環境の整備を充実させることが求められています。 

〇 本県の特定健診受診者の有所見率は、ＢＭＩや血圧、HbA1c、空腹時血糖が、男女ともに全国

平均に比べ高い状況にあり、加えてメタボリックシンドローム該当者の減少率や特定健診の受診

率も横ばい傾向にあることから、循環器病の罹患率も高い傾向にあります。循環器病の発症を予

防するためには、生活習慣の改善が必要であり、その改善に向けて県民への情報提供の充実はも

とより、地域の医療機関や介護施設等の職員を対象とした研修会・勉強会を開催する等、総合的

な支援体制の充実が必要です。 

 

表４ 令和２年度 特定健診受診者の有所見率 【再掲】 

  

BMI 
収縮期

血圧 

拡張期

血圧 
HbA1c 

空腹時

血糖 

中性 

脂肪 
HDL LDL 

25 

以上 

130mmHg 

以上 

85mmHg 

以上 

5.6％ 

以上 

100mg/dl 

以上 

150mg/dl 

以上 

40mg/dl 

未満 

160mg/dl 

以上 

男 
山形県 37.4% 47.3% 36.7% 53.8% 47.7% 29.5% 6.5% 12.3% 

全 国 37.1% 41.8% 31.2% 48.2% 42.1% 28.1% 6.8% 13.8% 

女 
山形県 25.3% 38.2% 20.4% 53.5% 29.5% 11.5% 1.1% 12.3% 

全 国 21.8% 32.4% 16.5% 46.1% 23.3% 11.8% 1.0% 13.9% 

（出典：厚生労働省「ＮＤＢデータ」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.8%

26.6%
26.1%

25.7%
25.0% 24.9% 25.1% 25.3%

26.0%
26.4%

26.8% 26.9%

27.8%
27.5%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

図６ メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合の推移（再掲）

合計
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《施策の方向と推進主体》 

施策の方向 推進主体 

社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援 

〇 地域包括ケアシステムにおける医療・介護連携を推進 

・患者が住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことを可能とするために自立支援・重度化防止等の取組みを推進 

・在宅医療に携わる医師、歯科医師、看護師、薬剤師、介護支援専門員

などの多職種が一体となった在宅医療・介護連携体制を確保 

・誤嚥性肺炎等の合併症の予防に係る口腔ケア等について歯科診療所と

介護施設等の連携を推進 

県、市町

村、医師

会、歯科医

師会、保健

医療関係団

体、医療機

関、介護保

険事業者、

大学等 

循環器病に関する適切な情報提供・相談支援 

〇 循環器病の予防から発症後までの総合的な支援体制を構築 

・医療機関や市町村、在宅医療・介護連携拠点における課題に応じた情

報提供や相談支援ができる環境整備の充実 

県、市町

村、医師

会、保健医

療関係団

体、医療機

関、介護保

険事業者、

大学等 
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（３）循環器病の研究推進 

科学的根拠に基づいた政策を立案し、循環器病対策を効果的に進めるための研究を推進するこ

とが必要とされています。 

 

《現状と課題》 

〇 循環器病には、現時点において、その実態を正確に把握することができる全国的な登録制度が

ありません。 

〇 本県では、平成 22 年度に山形県脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事業をスタートさせ、独

自に脳卒中及び心筋梗塞患者の発症、死亡、医療の実態を調査研究しています。 

  罹患率の測定、生存率の測定、患者の受療状況等から治療効果や再発率等を把握することで、

循環器病対策に実効性を与えることが期待されています。 

〇 健康寿命を延ばし、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減を図るためにも、調査研究の継続

が必要とされています。 

 

《施策の方向と推進主体》 

施策の方向 推進主体 

循環器病の研究推進 

〇 循環器病対策を進めるための研究を推進 

・「山形県脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事業」を継続実施 

県、医師会、医

療機関、大学等 

 

 


